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お
知
ら
せ

新
た
な
森
林
経
営

管
理
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

　

管
理
が
行
き
届
い
て
い
な
い
森
林
に
つ

い
て
、
市
町
村
が
所
有
者
か
ら
長
期
の
経

営
委
託
を
受
け
、
森
林
の
経
営
管
理
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
森
林
経
営
管
理
法
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
山
町
で
も
、
水
源
の
保
全
や
災
害
に

強
い
森
林
づ
く
り
を
目
指
し
、
本
年
度
か

ら
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

◆
森
林
の
適
切
な
管
理

　

森
林
は
、
植
林
か
ら
始
ま
り
、
下
刈
り
、

間
伐
（
間
引
き
し
て
木
の
成
長
を
助
け
る
）、

主
伐
（
全
て
の
木
の
収
穫
）、
搬
出
（
市
場

等
に
売
る
）
を
経
る
植
栽
の
サ
イ
ク
ル
（
約

50
年
〜
）
と
い
う
、
と
て
も
長
い
期
間
の

管
理
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

手
入
れ
せ
ず
サ
イ
ク
ル
が
乱
れ
る
と
、

や
が
て
森
林
は
荒
廃
し
て
い
き
土
砂
崩
れ

や
洪
水
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
や
す
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

森
林
の
荒
廃
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、

町
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に
は
、
森
林
を

適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

◆
森
林
経
営
管
理
法
の
概
要

　

森
林
経
営
管
理
法
で
は
、
森
林
所
有
者

は
伐
採
、
造
林
、
保
育
に
よ
り
経
営
管
理

を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。（
森

林
経
営
管
理
法
3
条
）

　

自
分
で
森
林
の
経
営
管
理
が
困
難
な
所

有
者
は
、
市
町
村
へ
経
営
管
理
の
委
託
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

◆
意
向
調
査
に
つ
い
て

　

大
山
町
で
は
、
森
林
所
有
者
の
皆
さ
ん

に
、
12
月
か
ら
順
次
、
森
林
経
営
の
意
向

調
査
（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）
を
行
い
、
所

有
森
林
の
こ
れ
か
ら
の
経
営
管
理
の
方
針

な
ど
を
聞
い
た
上
で
、
今
後
の
経
営
管
理

方
法
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

◆
地
区
説
明
会

　

本
年
度
、
大
山
町
で
は
、
中
山
地
区
の

一
部
で
意
向
調
査
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

意
向
調
査
の
対
象
者
に
は
別
途
お
知
ら

せ
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
水
産
課☎

０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
６

ふ
ぐ
処
理
師
試
験
が

あ
り
ま
す

　

鳥
取
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る

条
例
第
５
条
に
規
定
す
る
ふ
ぐ
処
理
師

試
験
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

【
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
】

◆
試
験
日　

令
和
２
年
１
月
31
日（
金
）

◦
学
科
試
験
10
時
〜

◦
実
技
試
験
13
時
〜

◆
場
所 

伯
耆
し
あ
わ
せ
の
郷

（
倉
吉
市
小
田
４
５
８
）

◆
受
験
手
続 

　

11
月
25
日
（
月
）
〜
12
月
13
日
（
金
）

の
期
間
に
、
規
定
の
書
類
を
添
え
て
、

西
部
総
合
事
務
所
生
活
環
境
局
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。郵
送
は
期
間
必
着
。

◆
手
数
料　

９
，０
４
０
円

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

西
部
総
合
事
務
所
生
活
環
境
局

　

☎
０
８
５
９
‐
31
‐
９
３
２
１

鳥
取
県
最
低
賃
金
改
正

時
間
額
：
７
９
０
円

発
効
日
：
令
和
元
年
10
月
5
日

　

詳
し
く
は
、
鳥
取
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

（
☎
０
８
５
７
‐
29
‐
１
７
０
５
）


